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出資法人等評価・カルテシート（令和 3年度分） 

１ 出資法人等の概要 

団体名 公益財団法人とよなか国際交流協会 

所在地 豊中市玉井町 1丁目 1-1-601 所管部局・課 人権政策課 

設立年月日 平成 5年(1993年)11月 18日 代表者 理事長 松本康之 

基本金・資本金 200,000,000円 うち市出資額（率） 200,000,000 円（100％） 

設立目的 この法人は、豊中市、関係団体等と連携を図りながら、人権尊重を基調とした住民主

体の国際交流活動を推進することにより、世界の多様な文化及び人々との相互認識と

理解を深めるとともに、地域の国際化を促進し、新しい地域文化の創造と平和で平等

な地域社会づくりに寄与することを目的とする。 

（１）国際交流の機会提供及び参加促進事業 

（２）国際理解及び国際化に関する啓発・研修事業 

（３）国際交流に関する情報の収集及び提供事業 

（４）民間団体の国際交流活動に対する支援事業 

（５）国際交流に関する調査及び研究並びにその受託事業 

（６）国際協力に関する事業 

（７）在住外国人に対する支援事業 

（８）その他上記の目的を達成するために必要な事業 

 

２ 役員・職員関係                        各年 4月 1日現在 

 R 元 R02 R03 

 市職員 市 OB  市職員 市 OB  市職員 市 OB 

役員 常勤 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

非常勤 11 0 1 11 0 1 11 0 1 

職員 常勤 6 0 0 6 0 0 6 0 0 

非常勤 6 0 0 7 0 0 8 0 0 

役員の平均年間報酬（R2年度、千円）※常勤のみ 0 職員の平均年間給与（R2年度、千円）・平均年齢 ※常勤のみ    4,710 千円・42.2歳 

                      

３ 財務関係 

損
益
計
算
書 

 金額（千円） 

H30 R 元 R2 

総収入 79,845 80,067 85,652 

（うち市受入金） 70,010 69,773 77,959 

総費用 78,418 77,673 80,561 

経常損益 1,691 2,310 4,969 

当期損益 1,478 2,076 4,772 

貸
借
対
照
表 

 金額（千円） 

H30 R 元 R2 

資産の部合計 228,530 229,610 236,404 

負債の部合計 11,030 10,033 12,055 

(うち有利子負債) 0 0 0 

純資産 217,501 219,577 224,349 

利益剰余金 15,501 17,577 22,349 

令和２年度実施分 商法法人以外 
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４ 市の財政的関与の状況                         （単位：千円） 

 H30 R 元 R2 主な内容、算出根拠等 

フ
ロ
ー 

補助金 0 0 0  

 
事業費 0 0 0  

運営費 0 0 0  

委託料 7,367 6,954 5,282 小学校外国語体験活動受託事業、南部にほんご受託事業 

指定管理委託料 62,932 62,819 72,677  

その他 0 0 0  

計 70,299 69,773 77,959  

ス
ト
ッ
ク 

貸付金残高 0 0 0  

債務保証残高 0 0 0  

損失補償残高 0 0 0  

出資金 200,000 200,000 200,000  

その他 0 0 0  

計 200,000 200,000 200,000  

 

５ 経営の状況 

（１）出資法人等の主な事業 

事業名 事業内容 活動指標 H30 R 元 R2 
市民主体の国際交流活動推
進事業 
【指定管理事業】 

情報サービス事業：情報を市民に発信するために実施している 
（「とよなかこくさいこうりゅうきょうかいのおしらせ」の発行等） 

 
ホストファミリー・留学生交流事業：留学生とのホームビジット
の形式で半年から１年の交流を行っている 
 
市民活動協働推進事業：「共同デスク」等中間支援組織同士が情
報交換をしながら市民活動の層を厚くするために発信を行って
いる 
 

お し ら せ 発 行 部 数

（部） 

 

ホストファミリー交

流企画参加人数（人） 

 

共同デスク会議開催

数（回） 

24,000 
 
 

242 
 
 

5 

24,000 
 
 

231 
 
 

4 
 
 

20,900 
 
 

0 
 
 

4 
 
 

おとな国際事業 
【指定管理事業】 

にほんご活動事業：地域で暮らしている外国人市民が、出会い、
交流し、対話し、日本人との新たな双方向の関係を結んでいける
機会をつくっている（「もっともっとつかえるにほんご」・「とよなか

にほんご」・「にちようがちゃがちゃだん」・「おやこでにほんご」等） 

 

にほんご活動参加人

数（人） 

 

開催回数（回） 

9,435 
 
 

319 

8,413 
 
 

273 

3,538 
 
 

190 

持続可能な地域づくり事業 

【自主事業】 

「ESDとよなか」事業：次代に向けて持続可能な地域づくりのた
めに情報交換している 
 
メディアリテラシー市民ゼミナール事業：メディア研究者等とチ
ームを組み、メディア分析を行う市民講座を通して社会を捉えな
おす講師等の派遣をしている 
 
「南部日本語」：南部地域で働く外国人の増加を受け、市南部地
域及びオンラインで日本語教室を実施している 

ESD とよなか連絡会議

（回） 

 

ﾒﾃﾞｨｱﾘﾃﾗｼｰ市民ｾﾞﾐﾅｰ

ﾙ参加人数（人） 

 

 

南部日本語参加人数

（人） 

 

開催回数（回） 

7 
 
 

9 

8 
 
 

5 

3 
 
 

7 
 
 
 

575 
 
 

29 
持続可能なひとづくり事業 

【指定管理事業】 

ボランティア養成・ボランティア研修事業：事業に関わるボラン
ティアの研修を行っている（ボランティア研修事業・「哲学カフ
ェ」など） 
 

参加人数（人） 366 464 173 

子ども国際事業 
【指定管理事業】 

韓国・朝鮮のことばとあそびのつどい：韓国・朝鮮にルーツをも
つ子どもたちのために、出会い、つながり、自己肯定感を持てる
場つくるために実施している 
 

ことばとあそびのつ

どい参加人数（人） 

 

 

238 
 
 
 

289 
 
 
 

173 
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「おまつり地球一周クラブ」：地域の小中学生を対象にした国際
理解プログラムを実施している 
 

「おまつり地球一周

クラブ」参加人数（人） 

111 95 23 

おとなサポート事業 
【指定管理事業】 

相談サービス事業：多言語で安心できる相談機能を提供すると同
時に、地域で孤立している外国人へのアウトリーチ、外国人の自
立サポートを行うとともに、他事業から派生する外国人のサポー
トシステムとしても機能するよう実施している 
 

相談件数（件） 1,001 952 1,848 

子どもサポート事業 
【指定管理事業】 

多文化子ども・保育事業：地域に暮らす就学前の外国人の子ども
たちが多様な子どもや大人に接し、コミュニケーションをとるこ
とで社会生活に慣れるための場づくりとして、また保護者が子育
てについて相談したり、地域の情報を得たりできる場づくりとし
て実施している（「多文化子ども保育にこにこ」、「多文化子育て支援

ボランティア養成講座」） 

 
子ども母語・学習支援「サンプレイス」事業：外国にルーツを持
つ子どもが母語や文化を学ぶことを通じて、仲間と出会う場づく
りとして、また日本語・学習支援を通じた居場所づくりとして実
施している 
 

多文化子ども保育にこにこ 

 開催回数（回） 

参加人数（人） 

 

 

 

 

多文化子育て支援ボラン

ティア養成講座 

 開催回数（回） 

 参加人数（人） 

 

子ども母語 

開催回数（回） 

 参加人数（人） 

 

サンプレイス 

開催回数（回） 

 参加人数（人） 

 
89 

771 
 
 
 
 
 
 

3 
55 

 
 

58 
208 

 
 

39 
399 

 
83 

711 
 
 
 
 
 
 

4 
90 
 
 

43 
218 

 
 

38 
310 
 

 
22 
68 
 
 
 
 
 
 

0 
0 
 
 

14 
82 
 
 

38 
436 

小学校英語外国語体験活動
事業 
【豊中市教育委員会受託事業】 

 

小学校英語外国語体験活動事業：小学生を対象に、異なる文化・言
葉・背景を持つ人の存在を通して、国際理解や共生していこうと
する姿勢、外国語を使用してコミュニケーションを図る積極的な
態度を身につける機会を提供するために実施している(小学校英

語外国語体験活動事業) 
 

 

体験人数（人） 

 
34,200 

 
37,400 

 
26,300 

施設管理受託事業 
【指定管理事業】 

 

国際交流・男女共同参画目的貸室業務、一般利用目的貸室業務及
び、一般市民に対する授乳室利用対応を行っている 
 
「デザイン５」：指定管理受託期間の協会・活動を市民と共に考えて

工夫していくための市民参加の場づくり 

 

セ ン タ ー 使 用 件 数

（回） 

利用人数（人） 

 

「デザイン５」参加人

数（人） 

5,906 
 

60,905 
 

- 

5,583 
 

53,991 
 
 

3,675 
 

26,672 

 

（２）財務指標 

指標 視点 内容 H30 R 元 R2 

市受入金比率 
市受入金／経常収益×100 

自立性 
 
 

市への財政的依存度を表わします。一般的

に数値が低いほど、財政的に自立性が高い

といえます。 

87.7% 87.1% 91.0% 

人件費比率（％） 
人件費／経常費用×100 

効率性 
 

数値が低いほど財務の弾力性が高いといえ

ます。総支出における相談業務等のマンパ

ワーが業務の中心となる団体については高

くなる傾向にあります。 

46.2% 43.4% 42.6% 

管理費比率（％） 
管理費／経常費用×100 

効率性 コスト体質を表すもので、一般的に数値が低

いほど効率が良いとされます。 
3.3% 3.3% 3.0% 

正味財産比率（％） 
正味財産合計／（負債＋正味財産合計）×100 

安全性 負債及び正味財産合計に対する正味財産合計

の割合。自己資本の比率が高いほど資本構成

が良く、経営の安全性が高いといえます。 

95.2% 95.6% 94.9% 

固定比率（％） 
固定資産／正味財産合計×100 

安全性 正味財産合計に対する固定資産の割合。固

定資産を返済不要な正味財産合計でまかな

われているかを表します。100％未満であれ

ば安全性が高いといえます。長期的な経営

の安全性を示しています。 

97.8% 96.8% 95.6% 

流動比率（％） 
流動資産／流動負債×100 

安全性 1 年以内に返済を要する負債に対する 1 年

以内に資金化できる資産の割合。数値が高

いほど支払い能力が高いといえます。100％

を下回る場合は注意が必要です。 

144.3% 170.3% 182.5% 
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（３）その他 

ア 給与体系 

区分 ■独自体系  □市の体系を準用  □その他（              ） 

見直し予定 ■予定あり（令和 3年度予定） □なし □済み（ 年 月） 

イ 情報公開            

公開ツール ■ホームページ（URL：http://www.a-atoms.info/） 

□広報紙 ■事務所備え付け □その他（                  ） 

公開内容 ■定款 ■役員名簿 ■事業計画 ■事業報告 □経営計画 ■財務諸表 

ウ 指定管理者の状況 

施設名 指定管理期間 備考 

とよなか国際交流センター 平成 28年 4 月 1日～ 

令和 3年 3月 31日 

公募による選定 

 

６ 経営上の課題  

平成31年4月、出入国管理及び難民認定法の改正が改正され、政府として外国人労働者の受入拡大が始まり、

豊中に暮らす外国人の数は増加しました。多文化共生のまちづくり、地域の国際化の必要性が増している中、新

型コロナウイルスの感染拡大を受け、その状況把握とそれに応じた支援の展開は待ったなしの状況となりまし

た。 

当法人は、相談事業の拡充、多言語情報の発信の強化、にほんご交流活動やセミナーのオンライン化などを通

して、その対応に努めてきました。 

また、在日外国人の総合的支援と地域の国際交流活動をすすめ、多文化共生のまちづくりを進める拠点として

の役割を担っています。今後も、地域社会の多様なニーズと課題に対応できるよう、市内で活動する国際交流団

体や多様なセクターとの協働・連携を強化し、地域住民のニーズに沿って様々な課題を解決するために、次のこ

とを経営上の課題として取り組みます。 

 

 ○当法人の社会的役割と責務遂行のために、持続的かつ安定的な組織運営及び体制強化を図ります。 

 ○時代や地域のニーズを踏まえた事業の見直し、新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえた柔軟な対応を行

い、効果的・効率的な事業展開をすすめます。 

 ○職員の専門性と資質向上と同時に、ワークライフバランスの実現によるモチベーションの高揚を図ります。 

 ○広範な社会的資源を有効活用し、より多くの市民とともに、出会い・学び・つながりを構築します。 

 

 なお、財務面について、公益財団法人であることから収支相償を満たす必要があり（※公益社団法人及び公益

財団法人の認定等に関する法律による）、特に固定比率と流動比率において大きく数字を伸ばすことはできませ

んが、引き続き、安定した数字を残しています。令和3年度は育休職員の復帰及び業務増大に対応するため職員

増を行っており、より効果的・効率的な経営が求められます。 

 経営状況は安全であるということが示されていますが、体制の強化、安定化を行うと同時に安定した経営の持

続も行うため、引き続き、経営上の課題解決に取り組んでいきます。 
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７ 経営改革の取り組み（令和 2年度）  

項目 取り組み内容 今後の課題・方向性 

組織体制の見直し 事務局の体制について、事務局ミーティ

ング、理事長会議、主任会議、事業連携会

議、総務共有会議というように、その目的

に応じて密に会議を行い、意識のすり合わ

せを行いながら運営を行っています。 

また、令和 2年度は理事、評議員、監事、

事務局を対象として、役員意見交換会を開

催し、この状況をどう乗り切っていくか、

多様な角度から意見交換を行いました（2

回実施）。開催に当たってはオンラインを

活用し、より多くの役員及び職員の参加を

確保しました。 

 

個々の職員のスキルアップについて、平

成30年から自己評価に取り組んでいます。

自己評価をより効果的に職員のスキルア

ップや事業の改善につなげるため、中間段

階、期末段階での面談を実施しています。

また、職員全体での業務の振り返りの場を

期末段階で実施しています。 

また、管理職に対しては外部専門家によ

るスーパーバイズを導入しました。 

 

 

 

 当法人だけでは対応できない業務もあ

ることを意識し、西宮市、尼崎市、吹田市

の担当課及び国際交流協会との連携強化

を目指した意見交換会をスタートしまし

た。また、特に災害時を念頭に置いた取組

としては、離れた地域（北九州、武蔵野［東

京都］、仙台）の国際交流協会と協力関係

の構築を始めました。 

平時も災害時も、よりしっかりと機能で

きる体制づくりを始めています。 

 

事務局の体制について、職員だけでなく

役員も交えて、その目的に応じた会議の設

定、情報共有や意見交換による意識のすり

合わせを行っていることにより、事務局内

の風通しが良くなってきているほか、役員

と一緒に取り組む業務も増えてきていま

す。 

今後も必要な改善は加えつつも、引き続

き、現在の体制を基本に事務局の運営を進

めていきます。特に役員との意見交換会は

定期的に開催していきます。 

 

 

個々の職員のスキルアップについて、自

己評価及び中間、期末段階での面談を継続

して行い、定期的に個人、チーム、協会と

しての目標と現状を照らし合わせる機会

を引き続き設けます。職員全体での振り返

りの場に、新たに外部有識者を招くなどし

て、組織の体制整備、業務の改善へとつな

げていきます。 

また、管理職に対するスーパーバイズも

継続して行い、安定的な法人運営を目指し

ます。 

 

 令和 2 年度から始めた近隣中核市（西宮

市、尼崎市、吹田市）、災害時を念頭に置

いた離れた地域（北九州、武蔵野［東京都］、

仙台）との連携強化を目指した取組を継続

し、平時も災害時もしっかりと機能できる

体制づくりを進めていきます。 

 

自主財源比率の拡大 毎年、自主財源比率の拡大を目指し、受

託による自主事業、職員による講師派遣、

賛助会員・寄付金等の募集及びそのための

地域や企業回り、それの土台となる広報活

動などを行っています。 

自主財源比率の拡大を図るために、受託

事業による自主事業、職員による講師派

遣、賛助会員・寄付金等の募集活動を行い

ます。地域や企業回りはコロナ禍の中、引

き続き大きな制約がありますが、より多く
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しかし、令和 2年度は新型コロナウイル

スの感染拡大もあり、講師派遣の依頼が大

きく減りました。また、地域での集まりが

減ったため、地域や企業回りを十分に行う

ことができませんでした。 

また、多くの関係が集う機会である国際

交流フェスタ、新年会も開催することがで

きませんでした。 

 

一方で、毎年作成している市民向け年次

報告書（オールカラー版）を配布し、市民

に広く広報すると同時に、議会、行政各課、

市内の様々な団体や個人に広報活動を行

いました。また、令和 2年度コロナ禍にお

ける取組をまとめたパンフレットを作成

して広く配布するなど、可能な範囲で広報

活動に取り組みました。特に、とよなかシ

ネコン（※市内６公共施設［とよなか国際

交流センター、すてっぷ、環境交流センタ

ー、市民活動情報サロン、中央公民館、庄

内公民館］で行った映画上映企画。それぞ

れ施設が取り組む社会課題に関する映画

を上映）は、映画鑑賞というハードルが低

い企画で初めての人でも足を運びやすか

ったこと、６施設まとめて広報を行うこと

で個人個人の関心領域を超えて複数の施

設に足を運ぶ人が多く見られるなど、広報

の面でも大きな成果が得られました。 

 

の人に協会を知ってもらうためにできる

工夫を引き続き行います。 

特にコロナ禍における支援策やワクチ

ン接種に関する情報の広報をしっかりと

行い、とよなか国際交流センターについて

広く知ってもらうとともに、指定管理者で

ある当法人についても知る機会となるよ

う取り組んでいきます。 

 

毎年作成している市民向け年次報告書

（オールカラー版）のほか、コロナ禍にお

ける取組をまとめたパンフレットの作成

は状況の変化に応じて改定を行うなどし、

刻々と変わる状況に合わせた広報活動を

積極的に行っていきます。 

 また、オンラインでの一般向けセミナー

の実施や事業に関する冊子（「世界を食べ

よう レシピ集」）の活用など、３密を回

避しながら取り組める活動を進めること

で地道に理解者を増やす取組を続けてい

きます。 

地域における認知度を高めながら、自主

財源の拡大、経営基盤の一層の安定化を図

ります。 

 

専門性と資質向上のた

めの研修制度の確立 

平成27年度から行っている研修制度（経

験年数別の研修や管理職研修）、自己啓発

ができる研修制度（職免）のほか、定期的

に職員研修を行いました（外部の研修会へ

の参加も含む）。特に外部の研修会は、オ

ンラインでの開催も増え、本来であれば参

加が難しいような地域（東京等）での研修

にも気軽に参加することができ、学びの機

会を多く確保することができました。 

また、離れた地域（北九州、武蔵野［東

京都］、仙台）の国際交流協会との交流は

あくまでも情報交換、関係づくりを目的と

したものでしたが、他地域での実践に多く

を学ぶことができました。 

外国人労働者の増加、新型コロナウイル

スの感染拡大による状況の変化により、外

国人支援や多文化共生の地域づくりはこ

れまでに培った知識やノウハウそのまま

では対応し切れない部分が出てきていま

す。 

そういった状況だからこそ、スキルアッ

プ、専門性の向上やスーパーバイズセッシ

ョンや振り返りの機会を確保し、他地域の

実践にも学びながら、丁寧に業務を行って

いきます。 

これまでと同様に各種研修制度や研修

に加え、自己評価と面談、スーパーバイズ

セッションや視察研修を組み合わせなが
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自己評価制度では中間、期末の面談及び

職員全体での振り返りを取り入れ、職員の

自己研さんが進むように取り組んだほか、

支援事業担当の職員については、臨床心理

士によるスーパーバイズセッションを継

続して行いました。 

一方で、先進地域への視察研修などはコ

ロナ禍のため、見送らざるを得ませんでし

た。 

他地域と対面で交流したり、直接訪問す

る機会は限られましたが、逆に利用できる

機会を活用し、専門性と資質の向上に努め

ました。 

 

ら専門性と資質向上に努めます。 

 また、新型コロナウイルスの感染状況を

見極めながらになりますが、先進地域への

視察研修なども行い、職員の専門性と資質

の向上に努めていきたいと思います。 

さらに、コロナ禍の影響で、オンライン

での活動が生まれたり、ボランティア（有

償ボランティアを含む）の動きが取りにく

くなった結果、職員に求められる能力、ス

キルが増えたり、カバーする範囲が増した

りするということが生じるなど、これまで

とは違ったスキルや業務管理などが生じ

ています。これまで以上に研修、フォロー

アップの機会を設けながら専門性と資質

の向上に努めていきます。 

 

事業の精選と拡充 令和2年度は新型コロナウイルスの感染

拡大により、当初の予定通りに事業やイベ

ントを進めることができませんでした。そ

の中でも、事業形態を工夫したり、オンラ

インを活用したりして、何とか事業の実施

に努めてきました。 

 

多言語相談事業については、実施曜日や

体制の充実を図りました。また、豊中市福

祉部や豊中市社会福祉協議会と協働で相

談会を実施するなど、当法人で対応できる

部分は丁寧に対応し、当法人単独で対応が

難しい部分は他機関と連携するなどして

取り組んできました。 

また、学齢超過や日本生まれ日本育ちな

ど、課題を抱えながらも支援策の対象にな

りにくい子ども・若者に対する日本語教育

をスタートしました。 

何より新型コロナウイルスの感染拡大

に対応するため、豊中市との協定に基づ

き、災害時多言語情報支援センターとし

て、多言語情報の発信を精力的に積極的に

展開してきました。 

 

 今後も事業の精選と拡充を図りながら、

当法人のミッションをより効果的・効率的

に実現するための事業体系を作っていき

ます。 

 当協会では毎年、事業に参加している市

民・学生ボランティアによる事業評価会を

実施しています。 

 事業評価会では、改めて外国人の状況の

把握が喫緊の課題であるということが明

らかになりました。特にこの1年は新型コ

ロナウイルスの感染拡大を受けて、できる

限りの工夫を重ねて事業を実施したり、多

言語情報の発信を行ってきたものの、それ

がどこまで効果的であったか、必要な人に

届いていたか検証が必要ではないかとい

う意見も出ました。 

令和3年度、豊中市と共同でコロナ禍の

外国人の状況について実態調査を行いま

す。その結果も踏まえて、改めて事業の精

選と拡充に努めていきます。 
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８ 出資法人等の自己評価  

評価の視点 評価 今後の取り組み方針 

必要性 

・実施事業は、社会状況、

環境変化や市民ニーズに

適合しているか 

 

平成31年4月、外国人労働者の受入拡大が始

まりました。日本全体で外国人数は増加してお

り、豊中市でも外国人は増加しています。その

ような状況の中、新型コロナウイルスの感染拡

大により、仕事を失ったり、帰国できなくなっ

たり、差別・偏見を受ける外国人も少なくあり

ませんでした。外国人に対する支援及び多文化

共生まちづくりを進めていくことの必要性が

これまで以上に増しています。 

 

当法人は指定管理者として、豊中市における

多文化共生のまちづくり、地域の国際化の拠点

であるとよなか国際交流センターを中心に外

国人への総合的支援事業と人権尊重を基調と

した国際交流活動と多文化共生社会の推進に

努めてきました。 

乳幼児から高齢者まで世代の切れ目なく、支

援を行うことを目指し、約400人の市民ボラン

ティアと共に日本語交流活動、相談サービス、

多文化保育、子ども母語・学習支援、若者支援、

留学生・ホストファミリー、多文化共生＆国際

理解推進、小学校外国語体験活動、講師派遣等、

社会や地域のニーズに沿った全30事業を展開

しています。 

 新型コロナウイルスの感染拡大などのため、

センターの年間利用者数は34,732人で前年度

より大きく減ったものの、そのうち外国人は

16,537人で全体の約48％を占めています。豊中

市の外国籍住民比率1.5％を大きく上回ってい

ることからも、幼児から高齢者まで多様な人々

が安心して気軽に集える場（センター）になっ

ていると言えます。 

また、新型コロナウイルス感染拡大を受け、

引き続き災害時多言語情報支援センターを設

置し、情報発信や相談対応の強化を行いまし

た。 

  

 豊中市には南部地域活性化という大きな課

題があります。南部地域の活性化かつセンター

へのアクセスが困難な人のため、南部地域の図

書館、活動する団体や個人と協働・連携して、

親子参加型の日本語交流活動を定期的に開催

してきました。また、令和2年度は庄内公民館

で日本語教室を開設したほか、豊中市と協働で

生活相談会を実施しました。南部地域には工場

や介護施設が多くあり、そこで働く外国人が増

えてきていますが、今後増々増加が見込まれる

中、今後も継続的に南部地域の活性化に関わっ

ていきます。 

 

このように当財団では、社会状況や環境の変

化、そして市民のニーズ等に沿った事業を展開

しています。 

 

現在、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐ

ため、外国人の出入国は大きく制限されていま

す。そのため、本来帰国する予定だった人／帰

国を希望している人が引き続き日本で働く中

で、これまでとは違った困難に直面するなど、

状況の変化が生まれています。また、新型コロ

ナウイルスに関する報道を受け、外国人に対す

る差別や偏見も生まれており、従来の生活支援

や国際交流に加えて、対応すべき課題が出てき

ています。 

 

一方で、個々のケースとして状況を知ること

はできても、全体としてどういった課題が生じ

ているか把握できているわけではないという

課題があります。特に、より深刻な課題を抱え

ている人ほど支援の窓口にたどり着かないと

いうことがあります。 

 

当法人としては外国人の状況把握を進める

と同時に、アウトリーチを進め、どこに支援が

必要か、どうすれば支援が届けられるか検討を

進めていきます。 

 

また、支援が必要な外国人に直接アプローチ

するだけでなく、地域や学校、外国人を雇用し

ている事業者など、関係する人たちへの広報を

進めていきます。 

協会のことを知らない人を対象に、協会のこ

とを知る機会、足を運んでもらう機会としてセ

ミナー、シンポジウムやイベント等を開催する

ほか、地域で実施される催事にも出展するなど

し、より広範に広報活動を展開します。 

一人でも多くの市民に当法人の取組につい

て知ってもらい、一人でも多くの市民が、さら

に外国人が安心・安全に暮らせるように努めて

いきます。 

 

豊中市には南部地域活性化という大きな課

題があります。今後も積極的に南部地域へのア

ウトリーチによる国際理解事業や防災訓練な

どを実施し、外国人との共生のまちづくりの一

役を担えるように努めていきます。 

 

 外国人が一時的な労働者ではなく、地域社会

の一員として安心して暮らすことができるよ

う取り組んでいきます。 
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効率性 

・人的・物的な経営資源は

有効に活用しているか 

・組織体制、人事給与水準

は適正か 

 

日本語交流活動、相談サービス、ホストファ

ミリー、子ども・若者支援事業など全29事業に

おいて、500人近くの市民・学生ボランティア

（外国人市民を含む）の協力によって、地域に

住む外国人と日本人の様々なニーズに沿った

多様な活動を展開することができています。さ

らに効率的・効果的に事業を運営するため、ボ

ランティアの参加による事業評価会、各事業の

ボランティアへのヒアリングを行い、事業や協

会による支援の改善について検討を行ってい

ます。 

特に新型コロナウイルスの感染拡大が続く

なか、多くの市民ボランティアの参加を維持す

るためには安心して関われる活動環境づくり

が不可欠です。活動形態やそれに対する事務局

のサポートの在り方、施設など環境面での整備

などボランティアと対話を重ねてきました。特

に市民に対してオンライン面でのサポートを

丁寧に行うなどした結果、日本語交流活動では

すべての活動がオンラインの活動と対面での

活動を感染状況に応じて切り替えながら行う

ことができるようになりました。 

 

市民の活動参加に対する支援を行うと同時

に、とよなか男女共同参画推進財団をはじめと

する福祉・環境・スポーツ・人権など様々な分

野で活躍する団体との連携により、地域の人

的・物的資源と情報を有効に活用することがで

きています。また、センターの登録グループや

国際交流団体との連携により豊中市の国際交

流団体のネットワークづくりの礎となりつつ

あります。さらに、府内の国際交流協会とのネ

ットワーク、近隣中核市によるネットワーク、

遠隔地域の国際交流協会によるネットワーク

など、情報共有及び課題解決に向けた取組も安

定して広げてきています。 

 

今ある資源を有効に活用すること、ない資源

は様々なネットワークにより補い合うこと、ネ

ットワークでもカバーできない資源は工夫し

て生み出すことを続けていきます。 

 

 組織体制、人事給与水準について、引き続き、

面談などを通して個人個人の意見をヒアリン

グしているほか、理事長会議、主任会議などで

定期的に検討を行っています。また、役員意見

交換会に事務局職員も参加することなどを通

して、経営と現場の実践の距離が近くなるよう

取り組んでいます。 

 

多くの市民ボランティアの参加により、事業

を進めていますが、今後も引き続き、事業評価

会、各事業のボランティアへのヒアリングを行

い、事業や協会による支援の改善について検討

を行っていきます。 

特にこの1年でオンラインでの活動は大きく

進みましたが、技術的な面、ハード面の両面に

おいて参加が難しいボランティアや外国人が

いることも事実であり、引き続き検討、対応を

進めていきます。 

大規模災害時などの緊急時において、多言語

通訳ができる人材、外国人コミュニティ内でキ

ーパーソン的役割を担える人材、地域で外国人

住民の支援が可能な人材等の把握や登録を進

めていきます。支援を受けるだけでなく、支援

する側にも回れる人材が増えるように取り組

んでいきます。 

 

ネットワークについては、インターネットな

どを介した形で情報や意見の交換ができ、コロ

ナ禍の状況にあっても、あまり機能低下しない

ことが確認されました。これまでに作り上げて

きた様々なネットワークを生かして、多文化共

生・国際交流を進めていきます。 

 

組織体制について主任会議や自己評価を始

めるなどして、状況の把握及び改善に努めてき

ました。役員意見交換会を新たに開始しました

が、引き続き、取り組むことでより安定した組

織体制を確保します。 

 

 

 

有効性 

・意図する成果に有効に結

びついているか 

 

 

 世界的なグローバル化の進展、日本の少子高

齢化による外国人労働者の増加などを受け、豊

中市でも外国人が増えていますが、実際に出会

う機会がなければ、その動きを実感することは

ありません。また、外国人も日本社会との接点

が作れないことには自分たちの生活環境をよ

り良いものにし、安心して暮らすのは困難で

す。 

 外国人も日本人も広く参加でき、交流するこ

とでお互いに学び、生活を変えていくことがで

きます。 

また、ボランティア養成講座や市民向けセミ

ナー、多文化共生推進事業等を受講すること

で、多様性を承認する大切さと気づき、ちがい

を豊かさとしてとらえることができる多くの

 これまでと同様に多くの市民と共に、豊中の

多文化共生の地域づくりを進めていきます。セ

ンター事業を共に推進している市民・学生ボラ

ンティアやセンター利用者との課題共有と協

働関係をさらに深めていきます。その際、対面

に限らず、オンラインも有効に活用しながら実

施していきます。 

 より効果を高めるため、当協会の組織体制の

強化、事業の安定化だけでなく、地域の国際交

流団体や多様な分野の市民公益活動団体、地域

の諸団体、そして豊中市との連携強化を一層す

すめていきます。 

 また、外国人労働者の受入拡大が始まったこ

とだけでなく、新型コロナウイルスの感染拡大

による影響の把握を進めながら、市や事業者、
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市民が、それぞれの地域で自発的に多文化共生

のまちづくりに関わっています。 

 新型コロナウイルスの感染拡大により参加

者数の減少は見られたものの、依然として多く

の市民が参加し、出会い、学び合っていくプロ

セスは着実に進んできていると考えています。

活動形態も対面に限らず、オンラインでの取組

も行いました。 

 

関係機関・団体とも協力しながら、適切な対応

に取り組んでいきます。 

総合評価 

 

財団の基本理念「市民の主体的で広範な参加

により、人権尊重を基調とした国際交流活動を

地域ですすめ、世界とつながる多文化共生社会

をつくる」は、豊中市の「多文化共生指針」の

基本的な考え方と完全に合致しており、その実

現に向けての協働・連携の有機的な関係が強く

結ばれていると考えています。 

また、豊中市とも密に情報交換を行いながら

業務を進めています。 

財団がこれまで築き上げてきた実績と独自

のノウハウを充分に活かし、効果的で効率的に

事業を推進できていると考えています。 

特にこの 1 年は新型コロナウイルスの感染

拡大により、これまでと同じような事業展開が

できない状況となりましたが、これまでの資源

を生かして事業の継続的な実施を図るととも

に、新たにネットワークや協働を進めることで

課題解決に努めてきました。 

 新型コロナウイルスの感染拡大状況が、今後

どうなるか、予断を許しません。外国人の状況

の多様化、抱える課題の複雑化は進んでいま

す。 

 コロナ禍の中でも活動形態やネットワーク

を充実させながら取り組んできた経験を土台

に、さらに拡充を図りながら、地域の課題解決、

多文化共生のまちづくりに取り組んでいきま

す。 

 令和 3 年度は豊中市と協働で調査研究を行

い、外国人や関係機関・団体のネットワークづ

くりに取り組みます。また、とよなか国際交流

センターの空調設備更新工事に伴い、活動場

所・形態のさらなる工夫が求められます。 

 これらの取組や課題もすべてネットワーク

や課題解決のための資源の開発につなげ、取り

組んでいきます。 

そのための財団のガバナンスの確立と同時

に、組織の安定性と柔軟性をもった体制を保っ

ていきます。 

 

 

 

９ 市による評価 

評価の視点 評価内容 課題・方向性 

団体の存在意義 

（必要性） 

・出資目的は薄れていないか 

・市の施策の方向性に適合して

いるか 

当協会は、人権尊重を基調とした住民主体

の国際交流活動を推進する事業を行い、平和

で平等な地域社会づくりに寄与することを

目的として本市の全額出資で設立された財

団であり、本市の多文化共生指針、人権文化

のまちづくりについて理解を示し、幅広い視

点から様々な事業を展開しております。 

新型コロナウイルス感染症の拡大に関す

る対応につきましても、オンライン等での事

業実施や、多言語での情報発信・相談対応に

積極的に取り組んでおり、市の人権文化のま

ちづくりや多文化共生指針の推進に貢献し

ていると言えます。 

当市はコロナ禍以前、就労・留学等により

外国人人口は増加傾向にありました。特に、

平成 31 年の入管法改正以降ベトナム籍人口

の数が急増しています。技能実習生が増加し

ていることから、南部地域に外国人が増加し

ていることが予想されますが、南部に多文化

共生施策推進のための拠点は無く、実態の把

握が難しい状況にあります。 

また、新型コロナウイルス感染拡大の影響

により外国人人口は増減を繰り返していま

すが、終息後も人口増加が予想される市在住

外国人に対し、協会の持つ各団体やボランテ

ィアのコミュニティを活用し、今後も状況把

握・事業展開に努めて頂きたいと思います。 

令和 3年度には市と協会共同で、外国人市

民を対象としたアンケート調査を行います。

調査結果をもとに新型コロナウイルス感染

症拡大による影響や、南部地域の実態を把握

し、今後の施策展開に活かしていきたいと思

います。 
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団体の活動領域 

（効率性・有効性） 

・出資法人等を活用するメリッ

トはあるか 

・出資法人等にしかできないこ

とか 

 

当協会は、様々な団体との連携、ネットワ

ークづくり、情報の交換・有効活用を積極的

に行っており、多様な視点で幅広く支援活動

を行うことが出来ます。 

また、協会で活動しているボランティアの

数は 400人近くおり、そのネットワークを活

用した事業・支援活動に日々取組んでいま

す。 

以上の事から、当協会は市の多文化共生の

まちづくりにとって非常に重要な役割を持

っていると考えます。 

当協会は、多様な団体との連携、各国際交

流協会との広域的なネットワーク、400人近

くいる地域で活躍するボランティアやこれ

までの国際交流協会としての経験やノウハ

ウを活かし、コロナ禍の事業実施について柔

軟な対応に努めてきました。 

これらの地域資源を有効活用し、今後もよ

り多くの人への啓発・支援に努め、多文化共

生のまちづくりに貢献することを期待しま

す。 

団体と市との関係性 

（効率性・有効性） 

・事業の成果が市の施策の推進

にどれだけ貢献しているか 

・市の関与は適切か 

市が実施している外国人の市政案内・相談

窓口や外国人市民会議等の事業と、財団が実

施している多言語相談事業などで、役割分担

と連携をはかりながら多文化共生のまちづ

くりを積極的に進めてまいりました。 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を

受け、災害時多言語支援センターを設置して

おり、多言語での情報発信を随時行っていま

す。また、指定管理事業の実施についてもオ

ンラインなど様々な方法での実施を検討し、

各事業の参加人数は例年より減少したもの

の、多くの市民が事業に参加し多文化共生の

まちづくりが継続して推進していけるよう

に努めています。 

当協会は、コロナ対策として市が実施した

事業について、災害時多言語支援センターと

して翻訳・情報発信を行いました。 

また、国際交流センターの指定管理者とし

て Facebook の活用や各種団体との連携によ

り、今まで以上に多様な方法で広報活動に取

り組んでおり、コロナ終息後の事業参加者や

貸室利用者の増加も期待できます。 

今後も、災害時多言語支援センター及び指

定管理者としての情報発信や啓発、周知を進

めて頂きたいと思います。 

総合評価 多言語相談窓口において、相談スペースの改

修や相談曜日・時間の大幅な拡充を行いまし

た。また、感染症拡大の影響により、対面で

の相談が難しい状況もありましたが、感染拡

大初期の段階から早急にオンラインでの相

談体制を整えました。 

自主財源比率の拡大においては、例年行って

いる職員による講師派遣や、賛助会員・寄付

金等の募集及びそのための地域や企業回り

が、新型コロナウイルスにより十分に行えて

いない状態にあります。 

コロナ禍によりさまざま対応が難しい状態

が続いていますが、事業形態を工夫し、より

発展的に事業の実施に努めており、多文化共

生施策を推進する拠点としての役割を十分

に果たしていると考えます。 

令和 3年度に、コロナ禍の多言語での情報

発信や外国人市民の実態等を把握するため

に、市在住の外国人市民に向けてアンケート

調査を行います。その調査の結果をもとに、

地域別の課題を抽出し、今後のアウトリーチ

に活かしていく予定となっております。 

新型コロナウイルス感染拡大対策の一環

として行ったオンラインでの相談や事業実

施など、積み上げた経験を活かしつつ、多文

化共生のまちづくりが促進されることに期

待します。 

 

 

 


